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Ⅱ　環境保全行政の概要

1．度境行政の歩み

年　 月　　 日 組　　 織 主　 な　 政　 策　 等

昭和 39 年＿ 8月 1 日

11 月 10 日

12 月 25 日

40 年 4 月 1 日

・JJ

企画課が担当していた公害担当

事務について公害担当参事を設

置

公害対策室設置

公害対策審議会発足

人員機材を増強し、公害課と改

称 （管理係、指導係）

機構改革により経済社会部公害

課（管理主査、指導主査）となる

市役所ほか 1 ヶ所で降下ばい じん量及び硫黄酸化物

（P b O 2法）測定開始

電源開発㈱の進出に伴い公害防止協定締結

兵庫県公害防止条例公布 （旧条例）

41 年　 3 月　31 日 高砂市工場誘致条例廃止

4 月 1 日

11月．1 日

11 月 12 日

11 月 30 日

高砂市公害防止条例並びに高砂市公害対策審議会条

例公布

ばい煙の排出の規制等に関す る法律の指定地域とな

る

市役所 に二酸化硫黄 自動測定機及び微風向風速計設

置 （基準観測点）＿

高須観測所設置 （二酸化硫黄自動測定機）

42 年 2 月 7 日

4 月 5 日

6 月 16 日

北浜観測所設置 （二酸化硫黄自動測定機）

電源開発㈱ との公 害防止協定改正

8 月　 3 日 公害対策基本法公布

9 月 2 日

43 年■‘4 月 1 日

5 月 1 日

6 月 3 日

6 月 10 日

公共用水域の水質の保全に関す る法律に基づ く加古

川水域の水質基準設定

北浜観測所に微風向風速計設置

高砂市中小企業公害除去設置資金融資のあっ旋制度

要綱制定

高砂消防分署に二酸化硫黄自動測定機及び微風向風

速計設置

大気汚染防止法並びに騒音規制法公布

9 月　 1 日 公害モニター設置要領制定 （1 2 名委嘱）
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年　　 月　　 日 組　　 織 主　 な　 政　 策　 等

昭和 44 年 5 月　 26－日

部 ランクの公 害対策室 に昇格

し、公害防止主幹 （予防主査）、

公害規制主幹 （大気汚染対策主

査、水質騒音対策主査）を設置

市役所基準観測点のテ レメーター送受信装置設置

8 月 12 日 関西電力㈱ と公害防止協定締結

10 月 11 日 新 日本油化学工業㈱ と公害防止協定締結

10 月 15 日

10 月 20 日

阿弥陀観測所設置 （二酸化硫黄 自動測定機及び微風向

風速計）

兵庫県公害防止条例公布 （旧条例廃止）

45 年　 4 月 14 日 第 1 次公害防止協定締結 （1 3 社）

4 月 ．16 日 電源開発㈱ との公害防止協定改正

6 月　 24 日 第 2 次公害防止協定締結 （2 社）

9 月　 28 日 日本精化㈱ と公害防止協定締結

12 月 12 日 電源開発㈱ との公害防止協定改正

12 月 25 日

46 年 3 月 25 日

水質汚濁防止法並びに廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律公布

兵庫県公害防止条例の一部改正

4 月　 1 日 公害モニター設置要領改正 （2 0 皐委嘱）

5 月　 25 日 騒音に係 る環境基準設定

5 月 26 日

6 月 1 日

公害の防止に関す る事業 に係 る国の財政上の特別措

置に関する法律公布

悪臭防止法公布

／J 兵庫県光化学スモ ッグ防止対策暫定要領制定

〃 市役所にオキシダン ト自動測定機設置

6 月 10 日

7 月 1 日

7 月 10 日’

9 月 1 日

特定工場における公害防止組織の整備に関す る法律

公布

環境庁設置

市役所に窒素酸化物自動測定機設置

10 月 1 日

10 月 13 日

北本町観測所設置 （窒素酸化物 自動測定機及び一酸化

炭素自動測定機）

兵庫県公害防止条例の一部改正

11 月　 1 日 兵庫県広域大気汚染緊急時対策実施要綱制定

12 月　28 日 水質汚濁に係 る琵境基準設定
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年　　 月　　 日 組　　 織 主　 な　 政　 策　 等

昭和47年　 4 月 1 日

環境保全知策審議会発足

東播臨海広域行政協議会公害対

策部会設置 ’

高砂市P C B 公害対策本部設置

公害防止協議会発足

兵庫県公害防止条例施行規則全面改正

7 月 1 日

7 月 6 日

高砂市環境保全条例公布 （高砂市公害防止条例並びに

高砂市公害対策審議会条例廃止）

高砂市環境保全対策審議会規則施行

7 月 17 日 加古川水質汚濁防止協議会規約制定

48 年 3 月 31 日

5 月 2 日

5 月 8 日

高砂市環境保全条例施行規則施行

大気汚染に係る環境基準改定

6 月 5 日

6 月 14 日

6 月 26 日

第 1 回環境週間

高砂市環境保全条例の一部改定

9 月　 27 日 高砂本港水銀汚染汚泥波藻工事着工

10 月　 2 日 瀬戸内海環境保全臨時措置法公布

10 月　 25 日 公害防止協定を総合的な協定に改‾定 （1 9 社）

12 月 15 日 高砂本港水銀汚染汚泥濠藻工事完了

12 月 18 日 播磨南部地域公害防止計画承認

12 月 19 日

49 年 2 月 28 日

ポ リ塩化 ビフェニール （P C B ）等の取り扱いの規制

に関する条例公布

公害防止協議会要綱制定

3 月　 9 日 高砂本港水銀汚染汚泥再汝諜工事着工

6 月 1 日

7 月 15 計

大気汚染防止法の一部改正 （硫黄酸化物の総量規制の

導入）

高砂本港水銀汚染汚泥再渡漠工事完了

9 月 16 日 第 4 次公害防止計画推進協議会会則制定 J

9 月　 27 日 高砂酉港P C B 汚染汚泥汝漠第 1 期工事着工

9 月　 30 日 水質汚濁に係 る環境基準の一部改定

50 年　 2 月　 3 日 水質汚濁に係 る環境基準の一部改定

、3 月 19 日 高砂西港 P C B 汚染汚泥汝藻第 1 期工事完了

3 月 26 日

4 月 1 日

東播臨海広域行政協議会において水質移動観測車 「せ

い りゆう」購入

高砂市 中小企業公害除去施設資金融資のあっ旋制度

要綱の全面改正
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年　 月　 ．日 組　　 織 ． 主　 な　 政　 策　 等

昭和50年 7 月 1 日　7 月 2白日 機構改革によ り環境部公害対策

課（大気係、水質騒音係）となる

公害対策課の係を予防係、規制

係、調査係の 3 係に変更

新幹線鉄道騒音に係る環境基準設定

8 月 13 日 高砂西港 P C B 汚染汚泥汝漢第 2 期工事着工

8 月 18 日 高砂市環境保全対策審議会規則 の一部改正

51年　 3 月　 5 日 新幹線鉄道騒音対策要綱閣議了解

4 月 1 日

JJ

重金属類等を含む産業廃棄物 の適性処理に関す る要

綱制定

公害モニター設置要領全面改正 （2 0 名委嘱）

6 月 10 日 振動規制法公布

7 月 2 日

8 月 13 日

新幹線鉄道騒音に係 る環境基準の地域類型のあては

め公示

東播磨南部地域公害防止行政協議会設置要綱制定

8 月 23 日

11 月 1 日

52 年 3 月 12 日

高砂西港P C B 汚染汚泥波漠第 2 期工事完了

公害防止協定を全面改定 （2 3 社）

9 月 1 日

10 月 ‾

大気汚染防止の規定に基づ く播磨地域 における硫黄

酸化物の総量規制基準及び燃料使用基準設定

液状廃 P C B 洋上焼却処理調査研究委員会発足

53 年　 5 月　 23 日 高砂市環境保全対策審議会の運営に関する規程制定

／／

6 月 1 日

大木曾水路 P C B 汚染汚泥処理事業に廃 る費用負担

計画について高砂市環境保全対策審議会へ諮問

高砂市環境保全対策審議会規則の一部改正

7 月 11 日 二酸化窒素に係 る環境基準改定

10 月 6 日

10 月 14 日

12 月 1 日

新幹線鉄道騒音障害防止対策 工事助成事務 に係る協

定書締結 （8 0 ホン以上の住宅）

大木曾水路 P C B 汚染 汚泥処理事業に係 る費用負担

計画について高砂市環境保全対策審議会より答申

大木曾水路P C I∃汚染汚泥処理工事着工

54 年　 3 月　 7 日 兵庫県瀬戸内海環境保全連絡会規約制定

3 月　 20 日 播磨南部地域公害防止計画見直 し承認

6 月　 30 日 大木曾水路P C B 汚染汚泥処理工事完了

12 月　 24 日 鐘淵化学工業㈱ p c 由生産施設解体埋立処分工事着工
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年　　 月　　 日 組　　 織 主　 な　 政　 策　 等

昭和 55 年 6 月 10 日

機構改革により環境経済部公害

対策課 （管理調整係、大気係、

水質係） となる

鐘淵化学工業㈱ p c B 生産施設解体埋立処分工事完了

7 月　 24 日 共同石油 と公害防止協定締結

57 年 4 月 30 日

58 年 7 月 1 日

59 年 3 月 13 日

新幹線鉄道騒音障害防止対策工事助成事務に係る協

定書締結 （7 0 ～ 8 0 ホンめ住宅）

新幹線鉄道騒音障害防止対策工事助成事務に係 る協

定書締結 （7 0 ～ 8 0 ホンの住宅）

播磨南部地域公害防止計画見直 し承認

5 月　 31 日 第 4 次公害防止計画地域連絡協議会会則の一部改正

8 月　 28 日 環境影響評価実施要綱の閣議決定

60 年　 7 月 15 日 液状廃 PCB 高温熱分解試験検討会発足

12 月　 4 日 液状廃 PCB 高温熱分解試験開始

12 月　 20 日 液状廃 PCB 高温熱分解試験終了

61 年　 4 月　 30 日 米田公民館に二酸化硫黄自動測定機設置

62 年 3 月 1 日

4 月 1 日

7 月 1 日

北本町観測所か ら中島観測所に移設 （浮遊粒子状物質

自動測定機、窒素酸化物 自動測定機、一酸化炭素 自動

測定機及び微風向風速計）

液状廃 PCB 高温熱分解処理市民監視委員会発足

11 月　 2 日 液状廃 PCB 高温熱分解処理試験運転開始

62 年 11 月　 7 日 液状廃 PCB 高温熱分解処理試験運転終了

63 年　 4 月 13 日 液状廃 PCB 高温熱分解本処理 （テス ト）開始

4 月　 27 日 液状廃 P由 高温熱分解本処理 （テス ト）終了

　 5 月 25 日

平成元年 11 月 20 日

液状廃 PCB 高温熱分解本処理 （第 1段階）開始以降第

10 段階まで実施

液状廃 PCB 高温熱分解本処理 （第 10 段階）終了

12 月 、5 日 液状廃 PCB 高温熱分解クリーニング処理開始

12 月　 22 日 液状廃 PCB 高温熱分解クリーニング処理終了

2 年　 1 月 19 日 液状廃 PCB 高温熱分解処理事業報告会並びに終了式

　 1 月 29 日
＼、ノ

液状廃 PCB 高温熱分解処理市民監視委員会解散

3 年　 4 月 26 日 再資源の利用の促進に関する法律公布

7 月 30 日 米 田公民館に浮遊粒子状物質 自動測定機設置

8 月 23 日 土壌の汚染に係 る環境基準設定
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年　　 月　　 日 組　　 織 主　 な　 政　 策　 等

平成 3 年 10 月　 5 日

機構改革により環境美化部環境

保全課 （管理調整係、大気係、

水質係） となる

機構改革により生活経済部環境

保全課 （管理調整係、環境保全

係、環境計画事務担 当） となる

廃棄物の処理及び清掃に関する法律全部改正

11 月 30 日 液状廃 P C B 処理のあゆみ発行　 r

4 年　 3 月 3 1 日 公害防止計画 （第 4 次）終了

4 月 1 日

6 月 1 日

5 年 3 月 2 日

兵庫地域公害防止計画策定

公害防止新計画承認

4 月 1 日

8 月 19 日

公害モニターを発展的に解消 し市政モニターを拡充

する

米田公民館に窒素酸化物 自動測定機設置

11 月 19 日 環境基本法公布

6 年 12 月 16 日 環境基本計画が閣議決定

7 年　 7 月 18 日 兵庫県環境の保全 と創造に関する条例公布

8 年 1 月 8 日

4 月 1 日

6 月 28 日

兵庫県環境の保全 と創造に関する条例施行規則公布

県環境基本計画告示

9 年　 1 月　 29 日 高砂市環境計画諮問

2 月　 26 日 高砂市環境計画答申

3 月　27 日 兵庫県環境影響評価に関する条例公布

3 月　 31 日 高砂市環境計画策一定

6 月 13 日 環境影響評価法公布

10 年　 2 月　26 日 兵庫地域公防計画承認

2 月 27 日

5 月 14 日

高砂市役所における環境にや さしいアクシ ョンプラ

ン策定

国鉄清算事業団との公害防止協定廃止

∫6 月－1 日 サン トリー㈱ と公害防止協定締結

10 月　 9 日 地球温暖化対策の推進に関する法律公布

11月　 6 日 高砂市環境保全条例諮問

11 年　 1月　 26 日 高砂市環境保全条例答申

3 月　 31 日 高砂市環境保全条例公布

高須観測所を廃止
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年 ．月　　 日 組　　 織 主　 な　 政　 策　 等

平成 11年 4月 1 日

7 月 13 日

7 月 16 日

高砂市中小企業公害除去施設資金融資のあっ旋制度

要綱の一部改正により高砂市 中小企業環境保全資金

融資あっ旋制度へ名称変更

高砂市環境審議会規則施行

高砂市環境保全対策審議会か ら高砂市環境審議会へ

改める

高砂市公害防止協議会か ら高砂市環境保全協議会へ

改める

・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の

改善の促進の管理に関する法律公布

ダイオキシン類対・策特別措置法公布

．10 月　 1 日 高砂市環境保全条例施行規則公布

12 年 ．5 月 31 日

6 月 2 日

建設工事に係 る資材の再資源化等に関する法律公布

国等による環境物品等の調達の推進等 に関する法律

公布

循環型社会形成推進基本法公布

7 月 28 日

13 年 3 月 28 月

4 月 1 日

5 月 22 日

北浜観測所を北浜公民館へ移設。 （窒素酸化物自動測

定機、浮遊粒子状物質 自動測定機及び風向風速計設

置）

高砂市産業廃棄物処理施設の設置に係 る紛争の予防

に関する条例公布

高砂市産業廃棄物処理施設？設置に係 る紛争の予防

に関す る施行規則公布

㈱タクマ と公害防止協定締結

6 月 22 日　〝

14 年 5 月 29 日

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確

保等に関する法律公布

ポリ塩化 ビフェニル廃棄物の適性な処理の推進に関

す る特別措置法公布

土壌汚染対策法公布

7 月 12 日 使用済 自動車の再資源化等に関する法律公布

12 月‾11 日 自然再生推進法公布

15 年　 2 月　27 日 I S O 1 4 0 0 1 認証取得

3 月 17 日 産業廃棄物等の不適正な処理 の防止に関する条例公

布
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年　　 月　　 日 組　　 織 主　 な　 政　 策　 等

平成 15 年 7 月 25 日

12 月 2 日

16 年 6 月 2 日

17 年 4 月 1 日

18 年 3 月 3 1 日

19 年 5 月 23 日

8 月 20 日

機構改革により生活環境部環境

政策課 （環境政策係、環境保全

係）となる。

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進

に関する法律公布

高砂市地球温暖化防止実行計画 （高砂市役所における．

環境にや さしいアクシ ョンプラン）改定

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境

に配慮 した事業活動の促進に関する法律公布

特定外来生物による生態系等に係 る被害の防止に関

す る法律公布

高砂市環境審議会規則の一部改正

阿弥陀観測所を廃止

水質移動観測車 「せい りゆう」を廃止

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮 し

た契約の推進に関する法律公布

公害防止協定を廃止 し、環境保全協定を締結 （17 社）

20 年　 5 月　 30 日 エネル ギーの使用の合理化に関する法律公布

6 月　 6 日 生物多様性基本法公布

3 月　3 1 日 高砂市地球温暖化防止実行計画第二次改定

8 月 23 日

8月 30 日

9 月 9 日

21年 2 月 26 日

高砂西港盛立地に係 る住民説 明会（高砂地区）を高砂

地区コ ミュニティセンターで開催

高砂酉港盛立地に係る住民説明会を福祉保健センタ

ー中ホールで開催

西港再整備等に係 る調査特別委員会が市議会に設置

される

酉港再整備に係 る調査特別委員会の繭査終了

3 月 28 日

22 年 3 月 31 日

高砂西港再整備推進協議会報告書（案）住民説明会を．

高砂小学校体育館で開催

I S O 1 4 0 0 1 自己宣言

23 年　 2 月 1宜 高砂市地域省エネルギービジョン策定
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2．環境保全行政機構

環境保全行政組織

市　長 副市長　－　生活環境部－環境政策課

部長1　　　　課長1

次長1

環境審議会

環境政策課事務分掌

平成23年3月末現在

環境政策係　一　事務2

係長1

環境保全係　一　事務2・技術2

係長1

係 分　 掌　　 事　 務

環境政策係 1　 課の庶務に関す ること。

2　 環境計画及び環境 関連計画 の総合的企画立案に関す るこ と。

3　 環境計画及び環境 関連計画 の調整及び推進 に関する．ことこ

4　 高砂市環境審議会及び高砂市環境保全協議 会の運営に関す ること。

5　 環境保全に係 る市民啓発 に関す るこ と。

6　 環境保全に係 る情報整備 に関す るこ と。

7　 環境マネジメン トシステムの推進 に関す ること。

8　 自然環境の保護及び保全 に関す るこ と。

9　 そ族及び衛生害 虫の駆除に関す るこ と。

10　畜犬登録等に関す ること。

11 狂犬病予防注射 に関す るこ と。

12　猫の引取りに関すること。

13　兵庫県保健衛生組織連合会高砂支部 の事務 に関すること。

環境保全係 1 環痍保全対策 に係 る企画立案及び調 整 に関す ること。

2　 公害に係 る苦情及び処理 に関す るこ と。

3　 環境保全関係 法令 に基づ く指導、・規 制及び届出等の処理に 関す ること。

4　 環境保全関係法令 に基づ く勧告、命令又は要請に関する こ と。

5　 環境保全関係法令 に基づ く地域指定又 は規制基準の設定を行 うこと。

6　 高砂市環境保全条例 （平成 11年高砂 市条例 第1号）の申請ゐ処理 に関す るこ と。

7　 療境保全協定の締結及び改正に関す ること。

8　 環境保全協定に基づ く事前 協議‾、指 導及び 立入調査に関す るこ と。

9　 環境保全 に係 る緊急時及び事故時の対策に関す ること。

10　産業廃棄物 の適 正処理 の指導 に関す ること。

11 廃 P C B の適正処理 に関す ること。

12　環境保全に係 る測定及び分析業務に 関す ること。

13　大気汚染観測網、公 害分析 室及び測 定機器 の維持管理に関す ること。

14　空 閑地の環境保全 に関す ること。

15　環境調査に関す ること。
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4．公害主要測定機器一覧表

（平成23年3月末現在）

対　 象 測　 定　 機　 器　 名 台数 設置場所、 （）内は購入年度

大

気

二酸化硫黄 自動測定機 2 高砂 （H 4 ）米 田 （H 3 ）

窒素酸化物 自動測定機 2 米 田 （H 5 ）北浜 （H 12）

浮遊粒子状物質自動測定機 2 米 田 （H 3 ）北浜 （H 12）

微風 向風速計 3 高砂 （H 7 ）北浜 （H 9 ）米 田 （H 7 ）

ハイ ボ リューム ・エア ・サンプラー 2 分析室 （S 6 3） （H 元）

ガスクロマ トグラフ （水 質と併用） 2 分析室 （S 6 1） （H 6 ）

真空 ポンプ 1 分析室 （S 由 ）

資料採取 ・濃縮装置 1 分析 室 （S 6 1）

標 準ガス発生機 1 分析 室 （S 6 0）

大気 中微量物質捕集装置 （P C B 用） 2 分析 室 （S 50　 2 台）

放射線検 出器 1 分析 室 （H 元）

酸性 雨測定器 1 課 （H 9 ）

水

質

p H メー ター 1 分析 室 （H lO）

化学天秤 1 分析室 （H lO）

上皿天秤 ．1 分析 室 （S 58）

純水製造装置 1 分析室 （S 54）

水蒸気蒸 留装置 （窒素分析用） 1 分析室 （S 5 2）

滅菌器 （大腸菌測定用） 1 分析室 （H 3 ）

自動恒温器 1 分析室 （H 7 ）

低 温恒温器 （B O D 、大腸菌測定用） 2 二 分析 室 （S 60ト （S 6 1）

保 冷庫 （調査試料保存用） 3 分析 室 （S 6 1 2 台） （H 3 ）

振 とう器 （P C B 及び重金属測定用） 2 分析 華 （S 60） （H r8 ）

発電機 1 分析 室 （H 5 ）

ウオーターバス 2 分析室 （H 8　 2 台）

超音波洗浄器 1 分析室 （S 59）

溶存酸素計 1 分析室 （H 9 ）
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対　 象 測　 定　 機　 器　 名 台数 設置場所、（）内は購入年度

騒

立
I∃

振

動

騒音振動データ処理装置 2 課 （H 7 ）（H 17）

騒音計 ■4 課 （H 8 ）（H ll）

振動計 3‾ 課 （H 6 ）（H 9 ） （H lO）

レベル レコーダー 4 課 （H 2 ） （H 9 ） （H lO）（H 17）

テープレコーダー 1 課 （・S 60）

周波数分析器 1 課 （S 62）

そ
の
他

公害パ トロール車 2 課 （H 5 ）（H 7 ）

写真機 3 課 （S 53 ．2 台）（S 62）

（注）高　砂　一　高砂消防分署

分析室　一　高砂浄化センター分析室

課　　一　生括環境部環境政策課

北　浜　一　北浜公民館

米　田　一　米田公民館
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5．公害苦情処理状況

本市環境政策課が平成22年度に受理した公害に係る苦情件数は、表2－1に示すとおり74件で

あり、前年度より19件増加している。その種類別件数は、汚水に関するものが21件でもっとも多

く、次いで騒音となっている。

‘用途地域別にみると、表2－2に示すとおりその他地域（調整区域等）が27件ともっとも多く、

次いで工業専用地域が13件となっている。

また、発生源では表2－3に示すとおり製造業、建設業によるものが多くなっている。

一方、被害の種類別では、表2－4に示すとおり、感覚的・心理的な被害が圧倒的に多かった。

最近の公害苦情の中には、住居系地域に点在する小規模事業場及び法令等による規制対象外の施設、

行為に起因するもの、都市計画による土地利用の適正化を図らなければ抜本的な解決策とならないも

の、周辺住民にちょっとした気配りで未然に防ぐことができるものなど、その対応に苦慮する場合も

ある。

表　2－1　公害に係る苦情受付件数経年変化

　 年 度

項 目

13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2

ば　 い　 煙 2 7 3 1 33 34 4 1 37 3 1 2 3 7 13

粉　 じ　 ん 10 8 6 11 11 17 14 8 5 9

汚　　　 水 10 12 12 9 13 1‾9 20 17 12 2 1

騒　　　 音 26 17 20 34 2 5 18 19 ’ 20 18　■ 14

振 ■　　 動 9 4 4　＿ 4 9 4 2 2 2 2

悪　　　 臭　 ■ 13 16 16 17 2 2 2 4 17 14 7 7

そ　 の　 他 ’ 6　　 っ・ 6 14 15 22 15 7 4　 ご 4 8

計 10 1 9 4 10 5 124 143 134 1 10 88 55 74

－20－
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表　2－2　　用途地域別苦情件数

用、、

ヰ也

項目

1種

氏 層

主 専

2＿種

氏 層

主 専

1種

中高層

主 専

第2 種

中高層

住 専

第 1種

居

第 2 種

住 居

準住居

準 隣

商 業

商　 業準　 工工　 業 工　 専その他 計

ばい煙 1 ・ 0 2 0 2 0 0 0
ト

2 0 ・ 1 5

粉 じん 0 0 α 0 ・1 0 3 0 0 1 0 0 4

汚　 水 0 0 2 0 ．0 0 0 0 0 1 3 8 7 2 1

騒　 音 2 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 14

振　 動 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

悪　 臭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 7

その他 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 3 8

計 4 0 8 0 6 2 4 0 0 7 3 1 3 2 7 7 4

表　2－3　　発生源別苦情件数

　 種別

項 目

鉱 業 建設業 製造業

電 気

ガ ス

水道 業

運輸業

卸 売

小売業

飲食 店

宿泊業

サー ビ

ス業

その他 計

ばい煙 0 3 2 0 0 0 0 0 8 13

粉 じん 0 6 2 0 1 0 0 0 0 9

汚　 水 0 0 9 0 0 1 0 0 11 2 1

騒　 音 0 7 ‾ 2 1 1 2 0　■ 0 1 14

振 ＿動 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

■　悪　 臭 ． 0 1 5 0 0 0 0 0 1 モ■　 7

その他 0 1 1 0 0 0 0 0 6 8

計 0 18 2 1 1 2 3 0 0 29 7 4

表　2－4　　被害者の種類別件数

種　　 類 健　 康 財　 産 動物 ・植物 感覚的 ・ 心理的 その他 計

件　　 数 0 0 0 5 1 2　3 7 4
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6．環境審議会

公害対策に関する基本的事項及び重要事項などを調査、審議するため、高砂市環境保全条例に基づく市長の付

属機関として環境審議会が設置されている。

同審議会の組織は学識経験者7名及び関係行政機関の職員3名の計10名の委員（表2－6）によって構成さ

れている。

表　2－6　高砂市環境審議会委員名簿

平成23年3月現在

／‘‾＼

／‘‾‾

区　　 分 氏　　　 名・ 役　　 職　　 名

会　　　 長 真　砂　泰　輔 関西学院大学名誉教授

副　会　長 藤　井　正　美 神戸学院大学名誉教授

＿委　　 員 大　西　淳　二 弁護士

JJ 武　田　義　明 神戸大学大学院人間 、　見学研究課軸受

JJ 米　田　昭　夫 兵庫県立大学名誉教授

／J 島　　　 正　之 兵庫医科大学公衆衛生学教授

／J 青　田　テ′レ子 帝塚山大学法政策学部講師

JJ 古　川　正　文 東播磨県民局環境課長

JJ 西　影　正　明 高砂警察署長

／J 赤　松　浩　二 ナ加古川労働基準監督署長
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表　2－7　　高砂市環境審議会専門部会委員名簿

平成23年3月現在

区　　　 分 氏　　　 名 役　　　 職　　 名

会　　 長 真　 砂　 泰　 輔 関西学院大学名誉教授

副　会 長 藤　 井　 正　 美 ■　神戸学院大学名誉教授

委　　 員 大　 西　 淳　 二 弁護士

JJ 武　 田　 義　 明 神戸大学大学院人間 、　 学研究科教授

JJ 米　 田　 昭　 夫 兵庫県立大学名誉教授

J／ 島　　　 正　 之 兵庫医科大学公衆衛生学教授

JJ 青　 田　 テノレ子 帝塚山大学法政策学部講師

／J 古　川　 正　 文 東播磨県民局県民室環境課長

表　2－8　高砂市環境審言義会開催状況

開　 催　 日 区　　　　 分 内　　　　　　　 容

1月 2 6 日 審議会

（1）正副会長の選任について

（2）‾専門部会の設置について

（3）高砂市地域省エネルギービジョンについて

（4 ）高砂西港周辺再整備等について

（5）その他

1 月 2 6 日 専門部会

（1 ）高砂市地球温暖化対策実行計画 （区域施

編）について

（2 ）その他

7　環境保全協議会

市内主要企業16社と締結した環境保全協定の規定に基づき、この協定に定める環境保全対策の円滑な実施を

図るため、地域住民の参加を得て、県、市及び事業者とで環境保全協議会を設置している。

平成22年度の同協議会の委員名簿及び活動状況は、それぞれ表2－9及び表2－10に示すとおりである。
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蓑　2－9　　高砂市環境保全協議会委員名簿

平成23年3月現在

区分 氏　　 名 職　　　　　　 名

市民代表

1 7名

生r嶋　洋　一 高砂　 議会環境保全対策特別委員会委員長

北　畑　徹　也 高砂市議会建設経済常任委員会委員長

松　本　裕　一 東播二市‾‾虻Fr∈　　　 保全協議会会長 ‘

前　 田　栄　一 高砂市連合自治会長

横　井　時 成 高砂市連合自治会副会長　　　　　　　　　　 l

伊　藤　洋　子 高砂市連合婦人会副会長

岡　 本　 緑 高砂市消費者協会副会長

作　 間　尚　義 高砂市消防団団長

脇　谷　政　孝 高砂商工会議所議員

加．治屋昭 平　－ （社）高砂青年会議所理事長

坂　井　智　代 （社）高砂市医師会理事

伊　藤　孝　司 高砂市薬剤節会理事

大　内　　 章 高砂市連合P T A 協議会副会長

福　 田　正　彦 兵庫南農業協同組合伊佐支店刃吉良

松．本　　 力 高砂漁業協同組合代表理事組合長

魚　橋　仁　 司 高砂市水利組合連合会長

北　上　久　司 連合東播地域協議会議長

兵庫県

2名

神　 田　泰　宏 農政環境部環児巨　＿。　 影響評価室長

古　川　正　文 東播磨県民局県民室環境課長

高砂市

3名

中　村　正　登 生活環境部長

南　澤　俊　直 生活環境部次長

伊　東　正　視 生活環境部環境政策課長
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区分 氏　　 名 職　　　　　　　　 名

事業者

代表 ＿

戸　塚　秀　雄
電振開発㈱火力事業部高砂火力発電所

企画・管理グループ課長

山　 口　一　道
㈱カネカ高砂工業所

1 6名 環境安全衛生グループリーダー

吉　 田　 寿
㈱神戸製鋼所高砂製作所

環境防災重臣

高　橋　弘　行
旭硝子㈱高砂工場 －

安室長

瀬　尾　和　 良
三菱製紙㈱高砂工場製造部
環境エネルギー課長

津　野　則　男
㈱ジプテック高砂工場

高砂工場長

佐 久 間　 滋
キッコーマン食品㈱高砂工場

設備グ／レープ長

杉 本　 公 宏
三菱重工業㈱′、　　　 部高砂製作所

企画経理部環境・施設課長

酒 井　 和 久
■　東洋紡績㈱高砂工場

環境・安全管理室　 部長

亦　野　信　行
㈱日本ネットワークサポート播磨工場

副工募長

・元川　 英 夫
津田金属熟練工業㈱高砂工場
常務取締役工場長

田村　 増 巳
㈱東洋金属熟練工業所
高砂第2工場業務課長

西　村　　 勉
日本精化㈱高砂工場

管理課長

周 本　 国雄
㈱ノザワ高砂工場

次長

藤　 本　 斉
サントリープロダクツ㈱高砂工場

工務技師長

藤　枝　 一 ・裕
㈱タクマ播磨工場・

総務課長
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表　2一一10　　　平成22年度高砂市環境保全協議会活動状況

開 催 日 会　 の　 区 ‾分 内　　　　　　　　　　　 容

8月4 日 協議会

（1）＿委員の委嘱について

（2 ）要綱　　 ロ　　 について

（3 ）役員の選出について

（4 ）・その他 （高砂市地域省エネルギービジョンについて）

1月 1 2 日 小委員会

（1）委員の変更について

（2）次回の環境保全協議会について

（3）その他

2月 9 月 協議会

（1）委員の変更について

（2） 【報告】高砂市地域省エネルギービジョンにづいて

（3）工場視察について （サントリープロダクツ㈱高砂工場）
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8　環境保全啓発事業

平成4年6月1日の機構改革により、公害対策課から環境保全課に変更され、また平成17年4月1日の梯構

改革により、環境政策課に変更されたこれは、従来からの公害規制にとどまらず、快適鼎寛づくりを追求する

環境行政に発展させていくためである。

そこで、平成5年度から新たに市民に対し環境保全啓発事業を実施し、22年度においては表2wllのとおり

実施した。

表　2－11　環境保全啓発事業

事　 業　 名 実　 施　 時 ＿期 内　　　　　　 容

エ コ教室サポー ト10月14 日～16日、 子 どもた ちの環境学習推進のため、■市内企業等 の協力を碍

ガイ ド事業 10月25 日、 て、市内の小 ・中学校で 「エコ教室」を実施 し、地域に根ざし

12月16日～17日、 た環境学習の場づ くりを支援 した。

12月20日 実施校 ：米田小学校、北浜小学校、伊保小学校、曽根小学校

参加数 ：486人

啓発パ ンフ レッ ト 6月 各小学校の環境学習用に 「わたしたちのまちの環境了のC D

の作成 R O M 版を配付 した。

地域清掃活動 l手伴 通年 地域清掃を行 う団体にごみ袋の配布を実施 した。

うごみ袋の配布 配布団体 （延べ）：138団体

配布枚数 ：約50，090枚

緑のカーテン 6月～10月 った性の植物 （ゴーヤ、アサガオ）で市役所庁舎及び市内学

園の壁面を緑化 し、一成長記録や効果測定の公表や市民への

の配布 を実施 し、地球温暖化防止の啓発を行った。

犬のふん放置防止 通年 犬の飼い主による公共の場所での大野ふん放置を防止するた

対策事業 （イエ ロ め、犬のふん放置の一掃 に取 り組む団体等を支援 した。

ーカー ド作戦） 参加団体数 ：30団体

イエローカー ド配付数 ：80 1枚

ポスター配付枚数 ：303枚
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エコ教室サポートガイド事

エコ教室サポートガイド事業とは、市内の企業と協同で小中学校を対象に環境学習を実施する事業で

す。平成23年3月末で、登録企業数は見学エコ教室で10社、派遣エコ教室で9社となっており、参

加した児童の数は486名でした。

緑のカーテン計画　～私たちの手で出来る事から地球温暖化防止を！

平成20年度から高砂市役所本庁食堂前の中庭にて、ゴーヤ等つる性植物による緑のカーテンを設置していま

す。家庭でも気軽に取り組めるこの緑のカーテンは日光を遮り、室内の温度上昇抑制に効果があるほかにも、視

覚的な影響や収穫できた実を楽しむことができますこ
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9．環境計画の推進

平成8年度末に、美しい環境を保全し、これを将来に引き継いでいくため、「高砂市環境計画」を策定

した。この計画は、市民、事業者及び市が一体となって、良好な環境を保全、創造することにより、現

在及び将来の市民生活の質的向上を図ることを目的に策定したものである。

対象とする地域は市域全域とし、計画の期間は、2016年頃までの概ね20年間である。この計画

は全市的計画と地域別計画により施策を展開していくとともに、環境課題に基づく施策の中から実現性

が高く、かつ、重要性の高い施策を「重点施策」として設定し推進を図づていくものである。また市民、

事業者、市がそれぞれの立場で良好な環境づくりを進めるにあたっての配慮すべき事項についても指針

として記載している。

（1）環境計画の内容

計画が対象とする地域はぐ高砂市全域で、また、期間は概ね20年とし、2016年頃までとする。

構成は下記のとおりである。

基本理念

人と自然とが共存し活気とやすらぎのあるまち　高砂

環境施策の展開

全市的計画

・安全でl突通な環境づくり

・自然と共生する環境づくり

・都市活動と調和した環境づくり

・市民、事業者、市が一体となった環境づくり

地域別計画

・高砂地域・荒井地域・伊保地域・中筋地域

・曽根地域・米田地域・阿弥陀地域・北浜地域

計画推進のための重点施策

・清らかで親しみのある水辺環境づくり

・身近な自然を育むビオトープネットワークづくり

・みどりと歴史の歩行空間ネットワークづくり

・地球環境を大切にする循環型社会づくり

†
計画の推進体制

庁内推進体制、進行管理

市民、事業者との連携体制

環境情報整備

†
環境の配慮のための指針

主体別配慮指針

事業別配慮指針

地域別配慮指針
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（2）環境計画の推進

①　全市的計画及び推進体制

環境計画の総合的、効果的な推進及び進行管理を図るため、環境調整会議及び環境調整会議幹事

会を設置した。

環境調整会嵩及び環境調整会議幹事会の委員は、下記のとおりである。

環境調整会議

区　 分 職　　 名

会　 長 副　　 市　　 長

副 会長 企 画 総 務 部 長

JJ 生 活 環 境 部 長

委　 員 ．秘 書広 報公 聴室 長

／J 財　 務　 部　 長 ・

／J 福　 祉　 部　 長

／／ ま ち づ く　り部 長

JJ 下　 水　 道　 部　 長

JJ 水 道 事 業 所 長

JJ 消　　 防 ’　 長

JJ 教 育 総 務 部 長

／J 教 育 指 導 部 長

環境調整会議幹事会

．r

区　 分 職　　 名

会　 長 生 活 環 境 部 次 長

副会長 企画総務部総務課長

委　 員 企画総務部秘書広報広聴室主幹

JJ 企画総務部企画政策課声

J／ 福祉部地域福祉課長

JJ 生活環境部環境政策課長

JJ 生活環境部市民活動推進課長

JJ 生活環境部産業振興課長

〃

生活環境部美化セン・ター美化第

一課長

／J まちづ くり部都市計画課長

J／ まちづ くり部建築指導課長

JJ 下水道部計画管理課長

JJ 水道事業所総務課長

J／ 消防本部総務課長

／J 教育総務部総務課長

JJ 教育指導部 中央公民館長

JJ 教育指導部教育センター所長

／J 教育指導部青少年課長 ＿

②環境配慮指針

環境配慮指針は、′住み良い環境づくりを市民、事業者、市がそれぞれの立場で実現していくにあたっ

て、環境に対して配慮すべき具体的な考え方を示すものである。

環境配慮指針については、開発行為に伴う事前協議、法令に基づく届出等に際して、環境配慮届を提

出するよう指導することにより、その運用を図っている。
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10．ISO推進事業

平成15年2月27日に国際認証規格I SO14001を認証取得し、平成15年4月1日より、I

SO推進事業と名称を変更して下記のとおり環境マネジメントシステムを運用している。

月　　　 日 内　　　　　　　 容

平成 22 年 4 月 1 日 平成 22 年度 グ リー ン調達方針制定

平成 22 年 4 月 21 日～9 月 30 日 環境マネジメ ン・トシステ ム見直 し実施

平成 22 年 4 月 19 日　6 月 8 日
管理職員研 修実施

平成 22 年 8 月　23 日～24 日 内部 監査員養成研修

平成 22 年 8 月 9 日 内部監査員ブ ラッシュア ップ研修

平成 22 年 10 月 6 日～12 日 内部監査実施

平成 23 年 3 月 24 日 マネ ジメン トレビュー

平成 23 年 3 月 28 日 環境管理推進本部会議

平成 23 年 3 月 31 日 平成 23 年度 目標設定
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11．公害防止計画

公害防止計画は、環境基本法第17条の規定に基づき、現に公害が著しい地域、また、人口及び産業

の急速な集中等により公害が著しくなるおそれのある地域において、公害の防止に関する施策を総合的、

計画的に講ずることによって公害の防止を図ることを目的として、内閣総理大臣の指示により、県知事

が策定するものである。

また、公害防止計画に基づき地方公共団体が公害防止事業を実施する場合は、「公害の防止に関する

事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づき国庫補助負担率の引き上げ、地方債に対する

政府資金の優先充当などの特別な財政措置を受けることができるようになっている。

本市を含む播磨南部地域は昭和48年に始まり、5か年ごとに計画策定され、平成4年度からの計画

は今までの第4次地域から兵庫地域へと範囲も変わった。

平成19年度から22年度までの計画の地域は、神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、加古川市、宝塚

市及び川西市の区域となり、本市は本計画の地域から除かれることとなった。

表　2－12　公害防止計画の概要

地 域 概 況 等 調 査 公害防止 計画 公害防止計画 公害防止計画 公害防止計画 公害防止 計画 公害 防止計画 公害防止計画

実施状況 等調査 実施 状乾 等調査 実施 状況等調 査 実施状況等調査 実施状況等調 査 実施 状況等調査 実施状況等調査

昭和 4 6 年度 昭和 5 2 年度 昭和 5 7 年度 昭和 6 2 年度 平成 3 年 度 平成 8 年度 平成 13 年度

基 本 方 針 碍 示 昭和47年5 月30 日 昭和53 年7 月28 日 昭和58年9月9 日 昭和63年9月2 日 平成 4年9 月9 日 平成9 年9月30 日 平成14 年6月28 日

計　 画　 承　 認 昭和48年12月18 日 昭和54 年3月20 日 昭和59年3月13 日 平成元年3月9 日 平成 5年3 月2 日 平成10年2 月26 日 平成15年2月24 日

計 画 実 施 期 間

昭和 48 年度 ～ 昭和 53 年度 ～ 昭和 58 年度～ 昭和 63 年度 ～ 平成 4 年度 ・～ 平成 9 年度～ 平成 14 年度～

昭和 52 年度 昭和 57 年度 昭和 62 年度 平成 3 年度 平成 8 年度 平成 13 年度　 ‾ 平成 18 年度

5 年間 5 年間 5 年 間 5 年 間 5 年間 5 年間 5 年 間

地

域

の

概

■要

調査 年 度 昭和 4 7 年 度 昭 和 52 年 度 昭 和 57 年 度 昭 和 6 1 年 度 平 成 2 年 度 平 成 8 年 度 平 成 13 年 度

‘地

域

の

範

囲

姫路市 ・加剖Il市 姫路市 ・加剖 l価 姫路市 ・加古川市 姫路市 ・加古川市 神戸 市 ・姫 路市 神 戸市 ・姫路 市 神戸 市 ・姫路市

竜野市 ・高 砂市 竜 野市 ・高 砂市 竜野 市 ・高砂 市 竜野市 ・高砂市 尼崎市 ・明石市 尼 崎市 ・明石 市 尼崎市 ・明石市

稲美町 ・播 磨町 稲 美町 ・．播 磨町 稲美 町 ・播 磨町 稲美町 ・播磨町 西宮市 ・芦屋市 西 宮市 ・芦屋 市 西宮市 ・芦屋市

志 方町 ・太 子町 太子町 太子 町 太子 町 ・伊丹市 ・宝塚市

加古川市 ・竜野市

高砂市 ・三 田市

川西市 ・稲美町

播磨 町 ・太子町

伊 丹市 ・宝塚市

加古川市 ・高砂市

川西 市 ・播磨町

太子町

伊丹市 ・宝塚市

加古川市 ・高砂市

川酉市 ・播磨町

面　　 積 574，9 1 k m 2 5 7 9．41 k m 2 5 8 0．73 k m 2 5 8 2．7 5 k m 2 1，7 3 5 k m 2 1，42 3 k m 2 1，40 5 k m 2

人 口 （9 月 千 人 千 人 千 人 千 人 千 人 千 人 千人

末現在） 749 8 3 5 8 8 4 9 10 4，30 5 4，0 9 5 4，20 8

工業 出荷額 1 1，85 2 億 円 24，52 6 億 円 32，68 3 億 円 33，0 9 8 億 円 12 6，92 7 億 円 10 8，6 8 3 億 円 99 ，51 9 億 円
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12．環境保全協定

市民の健康を保護し、生活環境を保全するとともに、地域の快適な環境の創造や地球環境の保全を

図るため、平成19年8月20日に環境保全協定を市内主要工場16社（表2－13、図2－1）と

県及び市で締結した。

なお、協定締結工場の規模は、排出ガス量10，000N汀ぎ／時以上又は、排水量1，000㌦／日以上の工

場としている。

協定では、工場が公害関連施設を設置又は変更する場合は、県及び市と事前協議を義務づけ、軽微

なものにあっては事前報告させるなどし、公害の未然防止を図っている。平成22年度の届出件数は

表2－14のとおりである。また、協定に定める事項の履行状況を確認するための立入調査状況は表

2－15のとおりである。

表　2－13　　環境保全協定締結工場一覧表

平成23年3月31日現在

No 会　　 社　　 名 住　　　　　　　　 所

1 電源開発（株）高砂火力発電所 梅井6丁目4 番1号

2 （株）カネカ高砂工業所 高砂町宮前町1番8 号

3 （株）神戸製鋼所高砂製作所 荒井町新浜2丁目3番1号

4 旭硝子（株）高砂工場 梅井5丁目6番1号

5 三菱製紙（株）高砂工場 高砂町栄町1 0 5番地

6 （株）ジプテック高砂工場 高砂町向島町1 4 7 4番地

7 キッコーマン食品（株）高砂工場 荒井町新浜1丁目1番1 号

8 三菱重工業（株）原動機事業本部高砂製作所 荒井町新浜2丁目1番1号

9 東洋紡績（株）高砂工場 曽根町2 9 0 0番地

10 （株）日本ネットワークサポート播磨工場 米田町米田2 8 7番地の7

11 津田金属熱煉工業（株）高砂工場 米田町塩市2 0 8番地

12 （株）東洋金属熱錬工業所高砂第2工場 阿弥陀町魚橋5 3 0番地

13 日本精化（株）．高砂工場 梅井5丁目1番1号

14 （株）ノザワ高砂工場 高須1番1°号

15 サントリープロダクツ（株）高砂工場 荒井町新浜軍丁目2番1号

16 （株）タクマ播磨工場 荒井町新浜1丁目2番1号
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図　2－1　環境保全協定締結工場位置図
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表　2－14　事前協議審査及び報告状況

No 工　　　 場　　 名
事　　　 前　　　 協　　　 議 事 前

報 告大　 気 水　 質 騒音振動 産　 廃

1 電 源 開 発 ㈱ 高 砂 火 力 発 電 所 1 2

2 ㈱　 カ　 ネ　 カ　 高　 砂 1工　 業　 所 2 3 3

3

4

㈱ 神　 戸 製 鋼　 所 高　 砂 製 作 所 7 2 3

旭　 硝　 子　 ㈱　 高　 砂　 工　 場 2 5

5

6

三　 菱　 製　 紙　 ㈱　 高　 砂　 工　 場 1 4

㈱　 ジ　 プ　 テ　 ッ　 ク　 高　 砂　 工　 場

7 キ ッ コ ー マ ン 食 品 ㈱ 高 砂 工 場 1 1

8 三菱重工業㈱原動機事業本部高砂製作所 3 3 1 1■

9

10

11

12

東　 洋 ・紡　 績　 ㈱　 高　 砂　 工　 場 1 1 3

㈱ 日本 ネ ッ トワー クサ ポー ト播磨 工場 ．1

津 田 金 属 熱 煉 草 業 ㈱ 高 砂 工 場 －　2

㈱ 東 洋 金 属 熱 錬 工 業 所 高 砂 第 2 工 場

13 日　 本　 精　 化　 ㈱　 高　 砂　 亨　 場

14

15

㈱　 ノ　 ザ　 ワ　 高　 砂　 工　 場

サ ン ト リー プ ロ ダ ク ツ ㈱ 高 砂 工 場 1

16 ㈱　 タ　 ク　 マ　 播　 磨　 工　 場 1 3

合　　　　　 計 1 6 1 1　　　　 0 1 3 9

－35－



表　2－15　　立入調査実施状況

調　 査　 対　 象 実　 施　 時　 期 件　　　 数 概　　　　 要

重油中硫黄分測定
2 2 年 6 月～ 7 月

2 3 年 1 月
5 工場 5 施設

1 施設 において届出値を超過 した

ため、再調査を実施 し、問題ない

ことを確認

排水の水質測定

2 2 年 6 月 10工場 15排水口 すべて基準値に適合

2 2 年 10月～11月 10 工場 15排水口 すべて基準値に適合

敷地境界での悪臭測定 2 2 年 7 月 5 工場 6 地点 すべて基準値に適合

煙道排ガスNOx 測定
2 2 年 1 2 月 ・

～ 2 3・年 2 月
9 工場 10 排出口 すべて基準値に適合

大気、水質、産廃等の
2 3年 3 月 16 工場＿

書類、現場等を調査し改善すべき

書類等の調査 ところは指導した。
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13．環境保全条例

昭和48年3月に高砂市環境保全条例（以下「市条例」という）が施行され、新増琴等について許可

制を採用し、公害の未然防止を図ってきた。

しかし、施行後20数年が経過し、その間に公害関係法令等が整備され、また、地球環境の保全や環

境基本計画の策定など時代のニーズに対応し得る機能的な条例に改正する必要が生じてきた0

そこで、平成11年3月31日に市条例が改正され、4月1日から一部施行、10月1日から全面施

行された。市条例は、基本条例を軸に、公害防止、自然保護を取り入れた総合的な条例である。

市条例に基づく届出等の状況は表2－16に示すとおりである。また、環境保全協定締結工場以外の

条例適用事業所を対象とした立入実施状況は表2－17に示すとおりである。

表　2－16　　環境保全条例に基づく届出等状況

平成23年3月末現在

種　　　　　　 類 平成 2 1 年度以前 平成 2 2 年度 累　　　　 計

設　　　　 置　　　　 届 6 1 1 8 6 1 9

変　　　　 更　　　　 届 3 3 7 1 0 3 4 7

事　　　　 故　　　　 届 3 1 0 3°1

事故再発 防止措置完了届 2　2 0 2 2

氏　 名　 変　 更　 届 1 7 4 2 1 7 6

承　　　　 継　　　　 届 3　8 0 3 8

廃　　　　 止　　　　 届 3　6 0 3　6

そ　　　　 の　　　　 他 1 9 0 1 9

反　 復　 運　 搬　 届 2　9 7 3 6

環　 境　 配　 慮　 届 2 9 2 3 1

事 業 完　 了　 報　 告 書 5 0 ■　5

土　 壌　 汚　 染　 報　 告　 書 ■2 0 2

表　2－17　　立入調査実施状況

調　 査　 対　 象 実　 施　 時　 期 件　　　　 数 概　　　　 要

重 油 中 硫 黄 分 測 定 2 2 年 7 ～ 9 月 3 工場 3 施設 すべて基準値に適合

排 水　 の　 水　 質　 測　 定 2 2 年 7 月 1 3 工場 1 6 排水口
1 工場 1 排水 口で基準値超過 したた

め、対策をするよう指導 した。

敷地境界等での悪臭測定 2 2 年 7 月 3 工場 3 地点 すべて基準値に適合

書 類 及 び 現 場 調 査
2 2 年 7 月

1 2 工場
書類、現場等を調査 し改善すべきとこ

～ 2 3 年 3 月 ろは指導 した。
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